
猪名川町告示第２６号 

 

猪名川町住宅改造助成事業実施要綱の一部を改正する要綱をここに告示する。 

 

令和８年３月２６日 

 

猪名川町長 岡 本 信 司  
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猪名川町住宅改造助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

令和８年３月２６日  

要 綱 第 １ ８ 号  

 

猪名川町住宅改造助成事業実施要綱（平成１２年要綱第２１号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第３項及び第４項を削る。 

第４条第３項及び第４項を削る。 

第６条第１項中「バリアフリー改造の欄に定める」を削り、同条第５項を削る。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第５条、第６条関係） 

様式第１号及び様式第４号を次のように改める。 

世帯階層区分 助成率 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単給

世帯含む。） 

３／３ 

生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯 ９／１０ 

生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税均等割の

み課税の世帯 

９／１０ 

生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税所得割及

び均等割課税の世帯 

２／３ 

生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が７万円以下の世帯 １／２ 

生計中心者の前年分所得税額が７万円を越える世帯 １／３ 
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附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



猪名川町住宅改造助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 新旧対照表 

改  正  条  文 現  行  条  文 

(定義) (定義) 

第2条 （略） 第2条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

 3 この要綱において、「耐震診断」とは、次のいずれかに該当するもの

をいう。 
(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補

強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密

診断法 
(2) 「一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐

震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断」 
(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造

建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断

法」又は「第3次診断法」(2001年版、2017年版)による耐震診断 
(4) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリー

ト造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診

断法」又は「第3次診断法」(2009年版)による耐震診断 
(5) 「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)」第3章第8節に規定

する構造計算による耐震診断 
(6) 前5号に掲げる方法と同等と認められる耐震診断 
(7) 次項第1号に規定する「簡易耐震診断」 

 4 この要綱において、「簡易耐震診断」とは、次のいずれかに該当する
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改  正  条  文 現  行  条  文 

ものをいう。 
(1) 一般社団法人兵庫県建築士事務所協会による「簡易耐震診断推進

事業 耐震診断マニュアル」による耐震診断 
(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補

強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法 
(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震

診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断 
(4) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造

建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」(2001年版、2017
年版)による耐震診断 

(対象経費等) (対象経費等) 

第4条 （略） 第4条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

 3 次の各号のすべてに該当する戸建て住宅については、原則として耐震

診断を受けなければ、第1項の対象経費に係る助成を受けることができ

ない。 
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅 
(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅 

ア 枠組壁工法 
イ 丸太組工法 
ウ 「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」に

よる改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法 
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改  正  条  文 現  行  条  文 

(3) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」

による耐震診断を受けていない住宅 
(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅 
(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅 

 4 前項に規定する住宅について第1項に規定する住宅改造と合わせて簡

易耐震診断を行う場合には、簡易耐震診断に係る経費のうち対象世帯

が負担する経費を対象経費として助成する。 

(助成額) (助成額) 

第6条 町長は、対象世帯が対象者用居室等の増改築を伴わない住宅改造

を行う場合、1世帯につき、改造に要した第4条第1項の規定により算

出した対象経費の額と1,000千円を比較して少ない方の額から、以下に

定める額を控除した額に、別表第1に定める世帯階層区分に応じた助成

率を乗じて得た額を助成するものとする。 

第6条 町長は、対象世帯が対象者用居室等の増改築を伴わない住宅改造

を行う場合、1世帯につき、改造に要した第4条第1項の規定により算

出した対象経費の額と1,000千円を比較して少ない方の額から、以下に

定める額を控除した額に、別表第1に定める世帯階層区分に応じたバリ

アフリー改造の欄に定める助成率を乗じて得た額を助成するものとす

る。 

2～4 （略） 2～4 （略） 

 5 住宅改造と合わせて簡易耐震診断を行う場合においては、第1項中

「1,000千円」とあるのは「1,000千円から第4条第4項に規定する簡易

耐震診断に係る対象経費と別表第1に掲げる世帯階層区分に応じ同表の

簡易耐震診断の欄に定める助成額を比較して少ない方の額(以下この項

において「簡易耐震診断助成額」という。)を控除した額」と、「乗じ

て得た額」とあるのは「乗じて得た額に簡易耐震診断助成額を加算し

た額」とする。 
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改  正  条  文 現  行  条  文 

別表第1(第5条、第6条関係) 別表第1(第5条、第6条関係) 

世帯階層区分 助成率 
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世

帯含む。) 
3／3 

生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯 9／10 
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税

均等割のみ課税の世帯 
9／10 

生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税

所得割及び均等割課税の世帯 
2／3 

生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が7万円以下の

世帯 
1／2 

生計中心者の前年分所得税額が7万円を越える世帯 1／3 
 

世帯階層区分 バリアフ

リー改造 
簡易耐震診断 

助成率 助成額 
上段：木造 
下段：非木造 

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被

保護世帯(単給世帯含む。) 
3／3 3,150円

6,350円
生計中心者が当該年度分市町村民税非課税

の世帯 
9／10 3,000円

6,000円
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年

度分市町村民税均等割のみ課税の世帯 
9／10 

生計中心者が前年分所得税非課税で当該年

度分市町村民税所得割及び均等割課税の世

帯 

2／3 2,000円
4,000円

生計中心者が前年分所得税課税で、所得税

額が7万円以下の世帯 
1／2 

生計中心者の前年分所得税額が7万円を越え

る世帯 
1／3 1,000円

2,000円
 

(注1) 給与収入金額とは、住民税納税通知書などの支払い給与の総額(税
込み年収)をいい、所得金額とは、納税証明書などの所得金額をいう。

ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の譲渡所得、一時所得、雑

(注1) 給与収入金額とは、住民税納税通知書などの支払い給与の総額(税
込み年収)をいい、所得金額とは、納税証明書などの所得金額をいう。

ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の譲渡所得、一時所得、雑
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改  正  条  文 現  行  条  文 

所得、退職所得、山林所得の所得金額を含まないものとする。 所得、退職所得、山林所得の所得金額を含まないものとする。 

(注2) 所得税の額とは、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26
号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭
和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。た

だし、所得税額を計算する場合には、次の規定を適用しないものとす

る。 

(注2) 所得税の額とは、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26
号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭
和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。た

だし、所得税額を計算する場合には、次の規定を適用しないものとす

る。 

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則

第12条 
(注3) 申請書が、1月から6月までの間に受理された場合にあっては、

「前年分所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とし、申請書が4月
から6月までの間に受理された場合にあっては、「当該年度分市町村民

税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則

第12条 
(注3) 申請書が、1月から6月までの間に受理された場合にあっては、

「前年分所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とし、申請書が4月
から6月までの間に受理された場合にあっては、「当該年度分市町村民

税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。 
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改  正  条  文 現  行  条  文 
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改  正  条  文 現  行  条  文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
3
 



改  正  条  文 現  行  条  文 
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